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福井県屋外広告物条例施行規則の一部改正 概要 
 
 

１ 目的 

・平成２７年度に札幌市で発生した看板落下事故を受け、国土交通省は平成

２８年度に「屋外広告物条例ガイドライン」を改正し、有資格者による屋

外広告物の点検を義務付ける規定を新たに設けるとともに、翌年度に「屋

外広告物の安全点検に関する指針（案）」を策定している。 

・本県においては、福井県屋外広告物条例施行規則（以下、施行規則）によ

り、安全点検を義務付けているものの、有資格者による安全点検が必要と

なる広告物や資格要件等について明確な規定がなく、点検項目も国の指針

と整合していない状況にある。 

・近年、地震等の自然災害が頻発し、屋外広告物の安全性確保がより一層求

められていることから、広告物等の安全性の向上および点検の実効性を高

めるため、施行規則の一部改正を行う。 
 
 

２ 改正内容 

 

 （１）（許可等の期間の更新の申請）第１２条第１項～第２項 

    ・有資格者による安全点検が必要となる広告物等およびその資格要件

を新たに規定 

    ・点検の実行性を高めるため、安全点検の実施期日を明確化 

 

（２）様式７号および８号（第１２条関係）屋外広告物等安全点検報告書 

・安全点検内容の充実を図るため、点検項目を追加 

・広告物等の状態をより詳細に把握するため、点検結果の判定区分を 

 ２段階から３段階に拡充 
 
 

３ 施行日 

  令和８年１０月１日 
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福井県屋外広告物条例施行規則（第１２条第 1項第２号および屋外広告物等安全点検報告書）改正概要 

許

可

期

間 

広 告 物 の 種 類 

添 付 書 類 

改 正 後 改 正 前 

１月 

はり紙、はり札 
・申請日前７日以内に撮影したカラー写真 

（安全点検報告書は不要） 

以下のいずれかを添付 
・申請日前７日以内に撮影したカラー写真 
・安全点検報告書（様式第７号）：３項目 

はり紙、はり札以外の簡易広告物 
（立看板、広告幕、気球広告、ぼんぼり、あんどん、 

のぼり、その他これらに類する広告物等） 

・申請日前７日以内に撮影したカラー写真 
・安全点検報告書（様式第７号）：７項目（申請日前７日以内に点検） 
・点検箇所および改善状況のカラー写真 

・申請日前７日以内に撮影したカラー写真 
・安全点検報告書（様式第８号）：７項目 

１年 簡易広告物以外の広告物 

・申請日前３０日以内に撮影したカラー写真 
・安全点検報告書（様式第８号）：１７項目（申請日前３０日以内に点検） 
・点検箇所および改善状況のカラー写真 

・申請日前３０日以内に撮影したカラー写真 
・安全点検報告書（様式第８号）：７項目 

３年 

鉄骨造り、石造りその他耐

久性能を有する構造により

築造された広告板、広告塔

その他これらに類するもの 

地上から上端までの 

高さ４ｍ以下のもの 

・申請日前９０日以内に撮影したカラー写真 
・地上から広告物の上端までの高さを表した図面または写真 
・安全点検報告書（様式第８号）：１７項目（申請日前 90日以内に点検） 
・点検箇所および改善状況のカラー写真 

地上から上端までの 

高さ４ｍを超えるもの 

・申請日前９０日以内に撮影したカラー写真 
・地上から広告物の上端までの高さを表した図面または写真 
・安全点検報告書（様式第８号）：１７項目（申請日前 90日以内に点検） 
・点検者の資格証の写し 
・点検箇所および改善状況のカラー写真 

 



3 

 

屋外広告物等安全点検報告書（様式第７号・様式第８号）新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

様式第７号（第１２条関係） 

 

様式第７号（第１２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改正後】７点検項目・３段階判定  ←  【現行】３点検項目・２段階判定 
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改 正 後 改 正 前 

様式第８号（第１２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第８号（第１２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改正後】１７点検項目・３段階判定  ←  【現行】７点検項目・２段階判定 


